
 

景観形成重点地区「上杉家廟所周辺地区」の範囲 

※道路境界から15ｍの位置を区域境界とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 問合せ先  建設部都市整備課都市政策担当 

電話 ２２－５１１１ 内線５２０３ 
 

（本送付状の宛先は住宅地図を参考としております。不備などありましたら御容赦願います。） 

都 整 号 外 

令和２年１月２９日 

景観形成重点地区 

【小野川地区】のみなさまへ 

米沢市建設部都市整備課 

 

景観まちづくり基金事業（補助金）募集のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

道路境界から１５ｍ

の位置を区域境界と

します。 


